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千葉県病院局医療安全監査委員会設置要綱（案） 

 

（設置） 

第１条 千葉県立病院（千葉県がんセンター、千葉県総合救急災害医療センター千葉県救

急医療センター、千葉県精神科医療センター、千葉県こども病院、千葉県循環器病セン

ター、千葉県立佐原病院に限る。以下「県立病院」という。）における医療安全管理体

制の強化を図るため、千葉県病院局（以下「病院局」という。）内に千葉県病院局医療

安全監査委員会（以下「医療安全監査委員会」という。）を設置する。 

  なお、医療安全監査委員会は地方公営企業法第１４条の規定に基づき条例により設置

される附属機関の性質を有しない。 

 

（所掌事務） 

第２条 医療安全監査委員会は、次に掲げる各号の事務を所掌する。 

（１）県立病院における医療安全管理体制に関する状況等について、病院長から報告を  

求め、必要に応じて県立病院に立ち入る等して、確認を実施すること。 

（２）医療に係る安全管理についての是正措置を講ずるよう、病院局長及び病院長に対し

て意見を表明すること。 

（３）第１号及び第２号の業務に係る実施結果の公表に関すること。 

（４）病院局の内部通報事案（医療安全管理の適正な実施に疑義が生じた場合等の情報  

提供に限る。）への対応や調査結果、是正措置等に関して意見を表明すること。 

（５）その他、県立病院における医療安全の推進に関して意見を表明すること。 

 

（組織） 

第３条 医療安全監査委員会は、７名以内の委員をもって構成し、委員は医療安全や法律

等に関する専門的知識及び優れた見識を有する者を病院局長が委嘱する。 

２ 委員の任期は２年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の

委員の任期は、前任者の在任期間とする。 

 

（会議） 

第４条 医療安全監査委員会の会議は、病院局長が招集する。 

２ やむを得ない事情により委員の招集が困難である場合は、書面又はウエブにより会議

を開催することができる。 

３ 病院局長は、必要に応じて医療安全監査委員会の所掌事務に関し、委員以外の者の参

加を求めることができる。 

 

（会長） 

第５条 医療安全監査委員会に会長を置き、会長は医療安全監査委員会を総括する。 
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２ 会長は委員の互選により選出し、任期は２年とする。 

３ 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。 

 

（守秘義務） 

第６条 委員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とす

る。 

２ 委員以外の者に参加を求めた場合は、当該参加者についても医療安全監査委員会の所

掌事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（事務局） 

第７条 医療安全監査委員会の事務局は、病院局経営管理課医療安全安心推進室に置く。 

 

（雑則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、医療安全監査委員会に関し必要な事項は、病院局

長が別に定める。 

 

附則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２８年８月５日から施行する。 

（委員任期） 

２ 平成２８年８月５日に就任した委員の任期は、第３条第２項の規定にかかわらず、  

平成３０年３月３１日までとする。 

附則 

この要綱は、令和２年８月２０日から施行する。 

この要綱は、令和５年●月●日から施行する。 


